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○森林法施行細則 

平成12年３月31日 

規則第128号 

改正 平成18年３月31日規則第75号 

平成19年３月30日規則第43号 

平成23年５月27日規則第33号 

平成25年３月22日規則第12号 

令和３年３月30日規則28号 

森林法施行細則をここに公布する。 

森林法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）の施行に関し，

法，森林法施行令（昭和26年政令第276号。以下「政令」という。）及び森林法施行規則

（昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。）に定めのあるもののほか，必要な

事項を定めるものとする。 

（開発行為に関する計画書） 

第２条 省令第４条第１号に規定する開発行為に関する計画書（以下「計画書」という。）

は，別記第１号様式による。 

２ 前項の計画書には，次の書類を添付しなければならない。 

(1) 残置森林等の管理に関する事項を記載した書類 

(2) 事業実施のための収支計画に関する事項を記載した書類 

(3) 工事工程計画に関する事項を記載した書類 

(4) 防災施設に関する事項を記載した書類 

(5) 現況図（林況，開発区域及び周辺の状況を示す図面） 

(6) 施設計画図（設置する施設の計画図，残置し，及び造成する森林又は緑地の区域を

示す図面並びに防災施設（擁壁，調整池又はえん堤をいう。以下同じ。）又は保安林の

区域を示す図面） 

(7) 土地利用計画図（切土，盛土，捨土等行為の形態別の施行区域，法
のり

面の位置等を示

す図面） 

(8) 緑化計画図（残置し，及び造成する森林又は緑地，施設用地，防災施設用地等の区

域及び面積を示す図面） 



2/25 

(9) 字絵図若しくは地籍図又はこれらに類する書類 

(10) 縦断面図（施工前の地盤高及び開発計画高を示す図面） 

(11) 横断面図（法
のり

面の勾配，高さ，断面積，切土，盛土等の施工方法等を示す図面） 

(12) 防災計画平面図（防災施設等の位置，工種，番号等を示す図面） 

(13) 防災施設等構造図（擁壁，えん堤，排水路，導水路，貯水池，調整池等の構造を示

す図面） 

(14) 流域現況図（流域の地形，土地利用の実態，河川の位置，開発に伴い増加するピー

ク流量を安全に流下させることができない地点の位置等を示す図面） 

(15) ネック調査地点の断面図（開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させること

ができない地点の断面図） 

(16) その他知事が必要と認める書類 

３ 計画書及び前項の書類には，必要に応じ計算書を添付しなければならない。 

（平25規則12・一部改正） 

（同意を得ていることを証する書類の添付書類） 

第３条 省令第４条第２号に規定する同意を得ていることを証する書類には，同号に規定す

る権利を有する者が複数ある場合にはこれらの者の氏名及び同意等の状況を記載した一

覧表を添付しなければならない。 

（平25規則12・一部改正） 

（変更許可の申請） 

第４条 法第10条の２第１項の規定により開発行為の許可を受けた者（以下「開発行為者」

という。）は，当該許可の内容について次の各号のいずれかに該当する変更を行おうとす

るときは，林地開発変更許可申請書（別記第２号様式）に省令第４条に規定する位置図及

び区域図，同条第１号から第３号までに規定する書類並びに前２条に規定する書類を添付

して知事に提出し，その許可を受けなければならない。 

(1) 開発行為の目的の変更 

(2) 開発行為に係る森林の面積（以下「許可面積」という。）の変更のうち次に掲げる

変更 

ア 許可面積が10ヘクタール以上である場合にあっては許可面積が１ヘクタール以上

の増加となる変更 

イ 許可面積が10ヘクタール未満である場合にあっては許可面積が１割以上の増加と

なる変更 
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(3) 残置し，及び造成する森林又は緑地の面積を減ずる変更で残置森林率又は森林率に

支障を生じるもの 

(4) 防災施設の廃止，新設又は著しい構造の変更 

(5) その他開発行為の内容の重大な変更 

２ 開発行為者は，開発行為の許可（以下「開発許可」という。）の内容について前項各号

に掲げる変更以外の変更を行おうとするときは，林地開発変更届出書（別記第３号様式）

により知事に届け出なければならない。 

（平25規則12・一部改正） 

（申請の取下げ） 

第５条 開発許可の申請をした者は，開発許可がなされるまでの間に当該申請を取り下げよ

うとするときは，取下げ申請書（別記第４号様式）により知事に申請しなければならない。 

（工事着手の届出） 

第６条 開発行為者は，開発許可に係る工事に着手したときは，速やかに，林地開発行為着

手届出書（別記第５号様式）により知事に届け出なければならない。 

（標識の掲示） 

第７条 開発行為者は，開発許可に係る工事に着手した日から完了の日まで，当該工事現場

の見やすい場所に，氏名又は名称，開発行為に係る森林の所在場所及び開発許可の番号を

記載した標識を掲示しておかなければならない。 

（工事施工状況の報告） 

第８条 開発行為者は，年１回，開発行為に係る工事の施工の状況について施工状況報告書

（別記第６号様式）により知事に報告しなければならない。 

（主要防災施設工事完了の届出） 

第９条 開発行為者は，主要な防災施設（知事が開発許可の際指定したものをいう。）が完

成したときは，遅滞なく，主要防災施設工事完了届出書（別記第７号様式）により知事に

届け出なければならない。 

（中止又は廃止の届出） 

第10条 開発行為者は，開発行為を中止し，又は廃止しようとするときは，森林の機能回

復，防災施設の設置等必要な措置を講じた後，遅滞なく，林地開発行為中止（廃止）届出

書（別記第８号様式）により知事に届け出なければならない。 

２ 開発行為者は，開発行為を中止した後に再開しようとするときは，林地開発行為再開届

出書（別記第９号様式）により知事に届け出なければならない。 
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（地位の承継等の届出） 

第11条 開発行為者は，開発行為に係る土地の権利の譲渡を行うときは，あらかじめ，開

発行為に係る土地の権利譲渡届出書（別記第10号様式）により知事に届け出なければな

らない。 

２ 相続又は合併により開発行為者の地位を承継した者は，遅滞なく，林地開発行為者の地

位承継届出書（別記第11号様式）により知事に届け出なければならない。 

３ 開発行為者は，開発行為に関する工事を施行する権原を他の者に譲り渡すことにより，

自らの地位を承継させようとするときは，あらかじめ，林地開発行為者の地位譲渡届出書

（別記第12号様式）により知事に届け出なければならない。 

（災害発生の届出等） 

第12条 開発行為者は，開発行為に伴い災害が発生したときは，直ちに，必要な応急処置

を講じるとともに，遅滞なく，災害発生届出書（別記第13号様式）により知事に届け出

なければならない。 

２ 開発行為者は，前項の届出の後，速やかに災害復旧の措置を講じなければならない。 

３ 開発行為者は，災害復旧の措置が完了したときは，災害復旧措置完了報告書（別記第

14号様式）により知事に報告しなければならない。 

（完了の届出） 

第13条 開発行為者は，開発行為が完了したときは，遅滞なく，林地開発行為完了届出書

（別記第15号様式）により知事に届け出なければならない。 

２ 開発行為者は，開発行為を工区に分けて行う場合において，一部の工区の開発行為が完

了したときは，林地開発行為一部完了届出書（別記第16号様式）により知事に届け出る

ことができる。 

（保安林の指定等に係る意見の聴取） 

第14条 法第32条第２項（法第33条の３において準用する場合を含む。）の規定により知

事が行う意見の聴取は，知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によっ

て行う。 

２ 法第32条第１項（法第33条の３において準用する場合を含む。）の規定による意見書

の提出をした者（以下「意見書提出者」という。）がその代理人を意見聴取会に出席させ

ようとするときは，代理人１人を選任し，当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代

理人の氏名及び住所を記載して，これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者

に提出しなければならない。 
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３ 議長は，意見聴取会において，出席した意見提出者又はその代理人に異議の要旨及び理

由を陳述させるものとする。ただし，議長は，その者が正当な理由がないのに異議の要旨

及び理由を陳述しないと認めるときは，その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の

議事を運営することができる。 

４ 議長は，意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは，意見書提出者又はその

代理人の陳述について，その時間を制限することができる。 

５ 意見書提出者又はその代理人は，発言しようとするときは，議長の許可を受けなければ

ならない。 

６ 議長は，特に必要があると認めるときは，意見聴取会を傍聴している者に発言を許可す

ることができる。 

７ 前２項の許可により発言を許可された者の発言は，その意見の聴取に係る案件の範囲を

超えてはならない。 

８ 第４項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超え

て陳述したとき，又は第５項若しくは第６項の規定により発言を許可された者が前項の範

囲を超えて発言し，若しくは不穏当な言動があったときは，議長は，その陳述若しくは発

言を禁止し，又は退場を命ずることができる。 

９ 議長は，意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは，その秩序を乱し，又は不

穏な言動をした者を退場させることができる。 

10 議長は，意見聴取会の終了後，遅滞なく，意見聴取会の経過に関する重要な事項を記

載した調書を作成し，これに署名押印しなければならない。 

（添付書類の追加及び一部省略） 

第15条 知事は，特に必要があると認めるときは，法，政令，省令及びこの規則に規定す

る知事に提出する書類以外の書類を提出させ，又は特別の事情があると認めるときは，添

付書類の一部を省略させることがある。 

（申請書等の経由及び提出部数） 

第16条 法，政令，省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類（以下「申請書等」

という。）は，当該申請書等に記載された区域を管轄する地域振興局又は支庁の長を経由

しなければならない。 

２ 申請書等の提出部数は，第４条，第５条及び省令第４条に規定する書類にあっては正本

１部及び副本２部とし，その他の書類にあっては正本１部及び副本１部とする。 

（平19規則43・平25規則12・一部改正） 
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（その他） 

第17条 この規則の施行について必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第75号）抄 

（施行期日） 

第１条 この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第43号）抄 

（施行期日） 

第１条 この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月27日規則第33号） 

この規則は，平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月22日規則第12号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月30日規則第28号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第３号様式（第４条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第４号様式（第５条関係） 

    （令３規則28・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（平18規則75・一部改正） 

第６号様式（第８条関係） 

（平18規則75・一部改正） 

第７号様式（第９条関係） 

（平18規則75・一部改正） 

第８号様式（第10条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第９号様式（第10条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第10号様式（第11条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第11号様式（第11条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第12号様式（第11条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第13号様式（第12条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第14号様式（第12条関係） 

（令３規則28・一部改正） 

第15号様式（第13条関係） 

（平18規則75・一部改正） 

第16号様式（第13条関係） 

（平18規則75・一部改正） 


